
公募

 

介護付有料老人ホーム事務手続き（フロー図①）

事業者 市町村等 埼玉県等 目安

<高齢者福祉課> ＜福祉事務所＞

*設置届受理後に
工事着手

*事前協議済後に
建築確認申請

事業者、市町村
及び福祉事務所
に通知

公募期間：
1ヶ月程度

計画に基づき公募

応募

県から設置市町村
に意見照会 設置市町村の意見、圏域における整備

率等を踏まえて「選定」

選定

事前協議

老人福祉法の
設置事前協議

介護保険法特定

施設入居者生活介

護指定事前協議

調整

事前協議済

市町村から事業者に

意見書交付

建築確認申請
（県建築安全センター又は市町村開発建築部署等）

設置届

設置届の審査

設置届済
工事着手・竣工

特定施設入居者生

活介護指定申請

特定施設入居者
生活介護の指定

開 所


